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問 オリーブ振興室
☎0823-43-1643

オリーブ情報オリーブ情報

■３月のオリーブ栽培暦■３月のオリーブ栽培暦
▶ ３月は植え付け・植え替えの適▶ ３月は植え付け・植え替えの適

期です。植穴を深く耕し、耕し期です。植穴を深く耕し、耕し
た土に苦土石灰・堆肥を混ぜてた土に苦土石灰・堆肥を混ぜて
植え付け、終わったら支柱を植え付け、終わったら支柱を
し、新しい根が成長するまでし、新しい根が成長するまで
たっぷり水をあげましょう。たっぷり水をあげましょう。

▶ オリーブの樹形を整え、栽培管▶ オリーブの樹形を整え、栽培管
理しやすくし、風通りや日当た理しやすくし、風通りや日当た
りを良くするため、不要な枝やりを良くするため、不要な枝や
病気の枝をせん定しましょう。病気の枝をせん定しましょう。

▶ ３月は花芽ができる大事な時期▶ ３月は花芽ができる大事な時期
です。新芽の成長を助けるためです。新芽の成長を助けるため
に春肥を施用しましょう。に春肥を施用しましょう。

▶ 暖かくなり始めると、雑草がぐ▶ 暖かくなり始めると、雑草がぐ
んぐん生育します。雑草の中でんぐん生育します。雑草の中で
は病害虫が活動を始めるので、は病害虫が活動を始めるので、
春肥までに除草しましょう。春肥までに除草しましょう。

▶ 炭疽病の発生が多い園地では、▶ 炭疽病の発生が多い園地では、
ICボルドー66Dの50倍液を、ICボルドー66Dの50倍液を、
新芽が出る前に木全体に散布し新芽が出る前に木全体に散布し
ましょう。ましょう。

問 広島県西部保健所呉支所衛生環境課
☎0823-22-5406

　広島県西部保健所呉支所では、月に１度、
市内に保健所サテライトを設置しています。
令和6年度は次のとおりです。
開�催場所　市食品衛生協会事務局
（ 能美町中町4859-9・能美市民センター２

階・☎0823-43-1177）
開�催日　
　 4/8㈪、5/13㈪、6/3㈪、7/8㈪、

8/5㈪、9/2㈪、10/7㈪、11/11㈪、
12/9㈪、1/6㈪、2/3㈪、3/3㈪
時間　いずれも10:00～15:00　
　　　(12:00～13:00を除く)
受付内容
・食品の営業許可等の相談・申請
・ 祭り、バザーなどイベントで食品を提供す

る場合の相談・届出など
・ 薬事・毒物劇物・麻薬に関する許可等の相

談・申請
※ 原則予約制としています。
　 来所する場合は事前に市食品衛生協会また

は広島県西部保健所呉支所衛生環境課へご
連絡ください。

令和６年度
保健所サテライト開催日程

問 広島国税局☎ 082-221-9211
　国税庁では、国税専門官を募集しています。
受験資格
 １   平成６年４月２日～平成 15 年４

月 1 日生まれの者
 ２  平成 15 年４月２日以降生まれの

者で次に掲げるもの
 （１） 大学 ( 短期大学を除く ) を卒業

した者および令和７年３月まで
に大学を卒業する見込みの者

 （２） 人事院が（１）に掲げる者と同
等の資格があると認める者

受験受付期限（インターネット申込）
　３月 25 日㈪まで
※ 詳細は国税庁ホームペー

ジでご確認ください。

国税専門官募集

問 市民生活課☎ 0823-43-1634
　３月１日㈮から、戸籍証明書・除籍
証明書などの広域交付が始まり、本籍
地以外の市区町村の窓口でも請求でき
ます。
※ 詳細は法務省ホームペー

ジをご確認ください。

戸籍の広域交付
が始まります

募集 物価高騰対応重点支援給付金（均等割のみ課税世帯分）を支給します
問 社会福祉課☎ 0823-43-1638

　「住民税均等割のみ課税世帯」に対し、１世帯当たり10万円を支給します。
　対象となる世帯および給付額…令和５年度の住民税均等割のみが課税されている世帯（１世帯あたり 10 万円）
　　 基準日（令和５年 12 月１日）において江田島市に住民票がある方で、世帯全員が令和５年度分の住民税所得割が課税さ

れておらず、かつ世帯内に住民税均等割のみが課税されている人を含む世帯
　　※世帯全員が、住民税均等割を課税されている人の扶養になっている世帯を除きます。
　　※令和５年度住民税非課税世帯に対する重点支援給付金（追加分）の対象となる世帯は対象外です。
　手続方法
　１ 申請が不要な世帯（直接振込）　 ・前回 ( ２万円 )、給付した口座に振り込みました。　【振込日：２月 28 日㈬】
　　 重点支援給付金（２万円）を口座振込で受給した世帯（世帯構成に変更のある世帯等を除く。）で、上記の要件に該当する方
　　※以下に該当する場合、直接振込の対象外となりますので、「２」に記載している手続きが必要です。
　　・世帯主に変更があった世帯・世帯員に変更があった世帯・住民税の課税状況に変更があった世帯・他市町村からの転入者がいる世帯等
　２ 手続きが必要な世帯 ( 令和６年 5 月 31 日㈮までに )
　　 江田島市社会福祉課・各市民センター（大柿市民センターを除く。）・三高支所・市民サービスセンターで手続きしてください。
（１）次の世帯には、市から『支給要件確認書』を送付します。
　　・５月２日～ 12 月１日の間に世帯構成に変更があった世帯（他市町村からの転入を除く。）
　　・申告等により課税状況に変更のあった世帯・世帯主の口座登録がない世帯
　　提出する書類　①支給要件確認書  ②本人確認書類　例：運転免許証、健康保険証等の写し（コピー）
　　　　　　　　　③受取口座を確認できる書類の写し（コピー）　例：通帳やキャッシュカードの写し（コピー）
（２）市の通知がない世帯
　　 次に該当する世帯には、市からの通知がありませんので、ご本人からの申請が必要です。
　　・12月２日以降の申告等により、令和５年度分の住民税所得割が非課税（均等割のみ課税）となった世帯→提出書類①～③
　　・５月２日～12月１日の間に他の市町村から転入してきた者がいる世帯→提出書類①～④
　　提出する書類　 ①物価高騰対応重点支援給付金（均等割のみ課税世帯分）申請書（請求書）（各窓口もしくは市ホームページか

らダウンロードできます。）　②本人確認書類　例：運転免許証、健康保険証等の写し（コピー）　③受取口
座を確認できる書類の写し（コピー）　例：通帳やキャッシュカードの写し（コピー）  ④令和５年１月１日
時点で住民登録のあった市区町村が発行する「令和５年度住民課税台帳記載事項証明書（所得課税証明書）」
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※物価高騰対応重点支援給付金(こども加算)は23ページに掲載

▲市ホームページ
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